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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザ光を発生させるレーザ発振器と、
　前記レーザ発振器から導かれた前記レーザ光の進行方向下流側に位置するコリメートレ
ンズと、
　前記コリメートレンズよりも前記レーザ光の進行方向下流側に位置し、前記レーザ光の
焦点距離を調節する集光距離可変用レンズと、
　少なくとも２本の可視光パイロットレーザ光が前記レーザ光の光束の外周を通過するよ
うに前記可視光パイロットレーザ光を出力するパイロットレーザ光源と、を有し、
　前記可視光パイロットレーザ光は、前記コリメートレンズを通過せず、かつ、前記焦点
距離可変用レンズより前から前記コリメートレンズを通過した前記レーザ光の光束の外周
を通過するように入射させること特徴とするレーザ溶接装置。
【請求項２】
　前記少なくとも２本パイロットレーザ光の色が互いに異なること特徴とする請求項１に
記載のレーザ溶接装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のレーザ溶接装置を用いた焦点位置調整方法であって、
　前記少なくとも２本の可視光パイロットレーザ光を照射しつつ、前記少なくとも２本の
可視光パイロットレーザ光が一つになるように前記集光距離可変用レンズによって焦点距
離を調整すること特徴とするレーザ焦点位置調整方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ溶接装置およびレーザ焦点位置調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ロボットを利用した溶接にもレーザ溶接が用いられるようになってきている。こ
のような溶接技術として、ロボットアーム（マニュピレータ）の先端にレーザ光を照射す
るためのレーザ照射装置を取り付け、ロボットアーム移動させつつ、さらにレーザ照射装
置からのレーザ光照射方向をも変えることで、レーザ光を移動させながらあらかじめ決め
られた溶接点を溶接する技術がある（たとえば特許文献１参照）。このような溶接をワー
クとレーザ照射装置の間がこれまでよりも離れていることからリモート溶接と称されてい
る。
【特許文献１】特開２００５－１７７８６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、このようなリモート溶接においては、ワークとレーザ照射装置の間が離れて
いるため、レーザ光の合焦位置を見つけづらいという問題があった。
【０００４】
　そこで本発明の目的は、レーザ光の合焦位置を容易に見つけられるようにしたレーザ照
射装置およびレーザ焦点位置調整方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的達成するための本発明は、レーザ光を発生させるレーザ発振器と、前記レーザ
発振器から導かれた前記レーザ光の進行方向下流側に位置するコリメートレンズと、前記
コリメートレンズよりも前記レーザ光の進行方向下流側に位置し、前記レーザ光の焦点距
離を調節する集光距離可変用レンズと、少なくとも２本の可視光パイロットレーザ光が前
記レーザ光の光束の外周を通過するように前記可視光パイロットレーザ光を出力するパイ
ロットレーザ光源と、を有し、前記可視光パイロットレーザ光は、前記コリメートレンズ
を通過せず、かつ、前記焦点距離可変用レンズより前から前記コリメートレンズを通過し
た前記レーザ光の光束の外周を通過するように入射させること特徴とするレーザ溶接装置
である。
【０００６】
　また、上記目的達成するための本発明は、上記レーザ溶接装置を用いた焦点位置調整方
法であって、前記少なくとも２本の可視光パイロットレーザ光を照射しつつ、前記少なく
とも２本の可視光パイロットレーザ光が一つになるように前記集光距離可変用レンズによ
って焦点距離を調整すること特徴とするレーザ焦点位置調整方法である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のレーザ溶接装置によれば、２本の可視光パイロットレーザ光を溶接用のレーザ
光の外周を通過するように入れることとしたので、合焦点ではこの２本の可視光パイロッ
トレーザ光の照射点が１つにまとまって見えるので、簡単に合焦点を見つけることができ
る。
【０００８】
　また、本発明のレーザ焦点位置調整方法によれば、上記レーザ溶接装置を用いて２本の
可視光パイロットレーザ光の照射点が１つにまとまって見えるように焦点距離を調整する
ことで、容易に焦点距離の調整を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
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　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００１０】
　図１は、本発明を適用したレーザ溶接装置（リモート溶接システム（単にシステムと称
する））の構成を説明するための概略図である。
【００１１】
　図示するシステムは、これまでのスポット溶接などと比較して、溶接冶具が直接ワーク
と接触せずに、レーザを用いてワークから離れた場所から溶接するものである。このため
このような溶接をリモート溶接と称している。
【００１２】
　このシステムは、ロボット１と、このロボット１を後述する制御装置に指示に従って制
御するロボットコントローラ２と、ロボット１のアーム先端に設けられレーザ光を照射す
るスキャナヘッド６（レーザ照射手段）と、レーザ光源であるレーザ発振器３からスキャ
ナヘッド６までレーザ光を導く光ファイバー５（導光手段）と、スキャナヘッド６および
レーザ発振器３を制御する制御装置４（制御手段）よりなる。
【００１３】
　ここで、制御装置４は、たとえばコンピュータであり中央演算処理装置や記憶装置など
を有する。
【００１４】
　レーザ発振器３は、レーザ光を光ファイバーケーブル５（以下単に光ファイバー５と省
略する）によって導くためにＹＡＧレーザ発振器を用いている。
【００１５】
　ロボット１は、一般的な多軸ロボット（多関節ロボットなどとも称されている）などで
あり、教示作業によって与えられた動作経路のデータに従い、その姿勢を変えてアームの
先端、すなわちスキャナヘッド６をさまざまな方向に移動させることができる。レーザ照
射の移動範囲を図示符号７として示した。
【００１６】
　図２は、スキャナヘッド６内部の構成を説明するための説明図である。
【００１７】
　図示するように、スキャナヘッド６内部は、光ファイバー５を保持する光ファイバー保
持部１２、ファイバー位置変更機構１３、ファイバー用アクチュエータ制御装置１４、コ
リメートレンズ１６、固定ミラー１７、集光距離可変用レンズ１９、第１レンズ１１０、
第２レンズ１１１、集光距離可変用レンズ用アクチュエータ１１２、レーザ走査用ミラー
１１３（反射鏡）、ミラー用アクチュエータ１１４、およびミラー制御装置１１５を有す
る。なお、図面上符号１５はレーザ光を示す。
【００１８】
　このスキャナヘッド６は、コリメートレンズ１６を通過したレーザ光１５が、固定ミラ
ー１７、集光距離可変用レンズ１９、第１レンズ１１０、第２集光レンズ１１１を通過し
てさらにレーザ走査用ミラー１１３により反射されて射出される。
【００１９】
　レーザ走査用ミラー１１３は、ミラー用アクチュエータ１１４によって回動自在に動か
すことができ、ミラー制御装置１１５があらかじめ教示された焦点速度のデータに基づい
て回動させている。ミラー制御装置１１５は、焦点速度のデータからその焦点速度を得る
ためのレーザ走査用ミラー１１３の回動角速度を算出して、教示された（または指令され
た）焦点速度となるようにレーザ走査用ミラー１１３を制御している。
【００２０】
　また、ファイバー用アクチュエータ制御装置１４が、溶接経路におけるスキャナヘッド
６からワーク１１７までの距離１１６に合わせてファイバー位置変更機構１３を制御し、
光ファイバー５のレーザ射出端６１の位置を変更することで溶接経路中におけるレーザ焦
点位置（焦点距離）の調整を行っている。また、集光距離可変用レンズ１９は、レーザ溶
接装置自体の設置位置の変更やワークが変更された場合などに、スキャナヘッド６からワ
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ークまでのレーザ照射距離が大きく変更された場合にレーザ焦点距離合わせを行うために
位置移動可能となっている。なお、集光距離可変用レンズ１９は、溶接動作中においては
固定されていて、溶接動作中における焦点距離の変更は上記のとおり光ファイバー５のレ
ーザ射出端６１の位置変更のみにより行っているが、これに代えて、集光距離可変用レン
ズ１９を溶接動作中においてもその位置を移動させることでレーザの焦点合わせを行うよ
うにしてもよい。
【００２１】
　本実施形態では、ファイバー位置変更機構１３および／または集光距離可変用レンズ１
９が焦点位置調整手段として機能する。
【００２２】
　このレーザ溶接装置では、ロボットによるスキャナヘッド６の動きと共にレーザ走査用
ミラー１１３の動きによってさまざまな方向へレーザを照射することが可能となっている
。
【００２３】
　このスキャナヘッド６によるレーザの照射範囲は、図１の符号７に示すとおり、３次元
的範囲となる。つまり、そのＸ－Ｙ方向は反射鏡１１により位置変更可能となり、Ｚ方向
はレンズ群１２による焦点位置（焦点距離）の変更により変更可能となっている。
【００２４】
　また、レーザ溶接時においては、ロボット１の動きによるスキャナヘッド６を動かすロ
ボット１の動作速度（ロボット速度）と、レーザ走査用ミラー１１３によるレーザ焦点位
置の移動速度（焦点速度）の合成された速度（溶接点速度）となる。
【００２５】
　ロボットコントローラ２は、あらかじめ教示データが記憶されており、教示データに従
ってロボット１の各軸を動作させて溶接動作を実行する。教示データは、たとえば、溶接
動作中のロボットの動作経路（すなわち、スキャナヘッド６を移動させる経路）、この動
作経路進行中におけるロボットの動作速度、ロボットの動作経路に対応させたレーザ走査
用ミラー１１３による焦点速度、レーザ照射位置に対応させた焦点距離変更のためのレー
ザ射出端６１の位置データ、溶接条件などである。これら記憶されているロボット速度お
よび回動速度は生産現場に投入されてロボットを稼働させるときの速度である。レーザ照
射位置に対応させた焦点距離変更のためのレーザ射出端６１の位置データは、ロボット１
の動作経路およびレーザ走査用ミラー１１３の回動角度に対応させているため、ロボット
速度や焦点速度には依存せず、ロボット１の現在位置およびレーザ走査用ミラー１１３の
現在回動角度に対応して変化するように指令されている。なお、ロボット１の現在位置お
よびレーザ走査用ミラー１１３の現在回動角度は、それぞれに取り付けられているエンコ
ーダの値により得られている。
【００２６】
　また、溶接条件としては、ロボット速度と焦点速度の合成速度である溶接点速度、レー
ザ出力、レーザ照射開始位置、およびレーザ照射終了位置などである。レーザ照射開始位
置、およびレーザ照射終了位置は、ロボット１各軸のエンコーダ（不図示）から取得され
る現在位置とミラー用アクチュエータ１１４のエンコーダ（不図示）から取得されるレー
ザ走査用ミラー１１３の現在回動角度に対応してレーザ照射位置がリアルタイムで算出さ
れ、レーザ照射開始点に到達した時点でレーザ照射が開始され、レーザ照射終了点に到達
した時点でレーザ照射が終了される。
【００２７】
　図３は、本実施形態におけるレーザ溶接装置の合焦位置確認にかかる部材を説明するた
めの光学系を示す図である。
【００２８】
　図に示した光学系は、既に説明したスキャナヘッド６内の構成と同様であるが、焦点位
置認識方法を説明するためのものであるので、第２レンズは省略した。
【００２９】
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　スキャナヘッド６の光学系は、基本的には光ファイバー５から出たレーザがコリメート
レンズ１６を通過し、固定ミラー１７、集光距離可変用レンズ１９、第１レンズ１１０を
通過してさらにレーザ走査用ミラー１１３により反射されて射出される。
【００３０】
　ここで本実施形態では、合焦位置確認のために、溶接用レーザ光のコリメートレンズ通
過後の光束の外周部分（以下単に外周という）に沿うように可視光のパイロットレーザ光
を入れている。符号２００はパイロットレーザ光源である。
【００３１】
　パイロットレーザ光を入れる方法としては（パイロットレーザ光源の配置位置）、たと
えば、図３（ａ）に示すように、固定ミラー１７をハーフミラーとして、このハーフミラ
ーとした固定ミラー１７の裏側に２本のパイロットレーザ光源２００を配置して、溶接用
レーザ１５の外周に沿うように溶接用レーザ１５の進行方向へ照射する方法がある。
【００３２】
　また、参考例として図３（ｂ）に示すように、コリメートレンズ１６の手前に２本のパ
イロットレーザ光源２００を配置して、溶接用レーザ１５の外周に沿うように、２本のパ
イロットレーザ光源２００から出力されるパイロットレーザ光がクロスするように照射す
る方法がある。
【００３３】
　その他にも、さまざまな位置が考えられるが、基本的には、焦点距離を変更するための
光学系と一緒に動かすか、または手前からパイロットレーザ光を出力するようにすればよ
い。すなわち、集光距離可変用レンズ１９のみによって焦点距離を変更する場合には、図
３（ａ）の方法を採用して、集光距離可変用レンズ１９を通過するようにパイロットレー
ザ光を入れる。一方、レーザ射出端６１の位置を変更することで焦点距離を変更する場合
には、参考例である図３（ｂ）に示すように、パイロットレーザ光源２００を配置して、
光ファイバー５のレーザ出力端６１と一緒にパイロットレーザ光源２００が移動するよう
にする。
【００３４】
　図４は、本実施形態における焦点位置認識方法を説明するための説明図である。図は焦
点位置認識方法を説明するためのものであるので、第１レンズ１１０のみを示しその他の
部材は省略した。
【００３５】
　図示するように、レーザ光は最終のレンズ（ここでは第１レンズ１１０）を通った位置
から集光し始め、光学系の位置によって定まる焦点位置で焦点を結ぶ。このとき、溶接用
レーザの外周に沿って入力されたパイロットレーザ光２０１は、焦点を結んだ位置にワー
クなどの照射物体があると（ｂ）に示すよう２本のパイロットレーザ光２０１の点が一つ
になる。一方、焦点が合っていない位置にワークなどの照射物体があると（ａ）または（
ｃ）のように２本のパイロットレーザ光２０１の点が２つとなって現れる。
【００３６】
　したがって、この２本のパイロットレーザ光２０１の照射点が一つになった時点が合焦
位置となる。
【００３７】
　２つの点の分離幅は、焦点距離によって異なるもの、０．数ｍｍから数ｍｍ程度となる
ため目視により十分に認識可能である。
【００３８】
　このように２本のパイロットレーザ光２０１を溶接用レーザの外周部に沿うようにスキ
ャナヘッド６の光学系内を通すことで簡単に、合焦位置を判別することができる。
【００３９】
　このように本実施形態によれば簡単に合焦位置が確認できるので、たとえば、ロボット
の教示動作中に、ワーク上に２本のパイロットレーザ光２０１による点を照射しながら、
ロボットの動作経路およびレーザ走査用ミラー１１３の回動角度を教示し、その際ワーク
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上に２本のパイロットレーザ光２０１による点が一つとなるように焦点位置調整手段（た
とえばファイバー位置変更機構１３および／または集光距離可変用レンズ１９）により焦
点位置を調整し、そのときの焦点位置調整手段の調整位置を興じデータとして教示させれ
ばよい。
【００４０】
　ところで溶接用レーザ光とパイロットレーザ光との波長の違いによる収差が発生する。
（たとえば、溶接用レーザ光の波長はＹＡＧレーザの場合１０６４ｎｍ、可視光のパイロ
ットレーザ光の波長はｃ線（赤色）６５６ｎｍ、ｅ線（緑色）５４６ｎｍである）。
【００４１】
　一方、溶接用レーザにおいても溶接可能な焦点深度があるため、たとえ可視光であるパ
イロットレーザ光と間で収差のために両者の焦点位置がわずかに違っても、溶接自体に大
きな問題は発生しない。しかし、焦点距離や用いるレンズ系によっては、この収差のため
に、パイロットレーザ光で焦点合わせをした後、溶接用レーザ光の焦点位置が違ってしま
い良好な溶接ができない場合もある。そこで、このような収差による問題が生じるような
場合には、収差を補正するとよい。
【００４２】
　図５は凸レンズにおける焦点距離を説明するための説明図である。
【００４３】
　焦点での入射角∂Ａは以下の式であらわされる。
【００４４】
　θＡ＝ｓｉｎ－１（（ｎ２／ｎ１）ｓｉｎ（θｉ－ｓｉｎ－１（（ｎ１／ｎ２）ｓｉｎ
（θｉ＋θｚ）））
　また、図中角度θｉ，θｔはそれぞれ以下のようにあらわすことができる。
【００４５】
　θｊ＝θｉ－θｔ
　θｔ＝ｓｉｎ－１（（ｎ１／ｎ２）ｓｉｎθｉ）
　これらをふまえるとレンズ中心からｗ１だけ離れた部分に入射角θｉｎで照射された光
はレンズ後ろ側からｆ′離れた場所で焦点を結ぶ。このｆ′は以下の式で表される。
【００４６】
　ｆ’＝（ｗ１－ｔ１ｔａｎθｊ）／（ｔａｎθＡ）
　したがって、
　ｆ’＝（ｗ１－ｔ１ｔａｎ（θｉ－ｓｉｎ－１（（ｎ１／ｎ２）ｓｉｎθｉ）））／（
ｔａｎ（ｓｉｎ－１（（ｎ２／ｎ１）ｓｉｎ（θｉ－ｓｉｎ－１（（ｎ１／ｎ２）ｓｉｎ
（θｉ＋θｚ））））））
　この式を用いると溶接用レーザのレンズ裏面から焦点までの距離ｆ’ｙは下記式にｙ掘
り表すことができる。
【００４７】
　ｆ’ｙ＝（ｗ１－ｔ１ｔａｎ（θｉ－ｓｉｎ－１（（ｎ１ｙ／ｎ２ｙ）ｓｉｎθｉ））
）／（ｔａｎ（ｓｉｎ－１（（ｎ２ｙ／ｎ１ｙ）ｓｉｎ（θｉ－ｓｉｎ－１（（ｎ１ｙ／
ｎ２ｙ）ｓｉｎ（θｉ＋θｚ））））））
　またパイロットレーザ光のレンズ表面から焦点までの距離ｆ′ｐは以下のようにあらわ
すことができる。
【００４８】
　ｆ’ｐ＝（ｗ１－ｔ１ｔａｎ（θｉ－ｓｉｎ－１（（ｎ１ｐ／ｎ２ｐ）ｓｉｎθｉ））
）／（ｔａｎ（ｓｉｎ－１（（ｎ２ｐ／ｎ１ｐ）ｓｉｎ（θｉ－ｓｉｎ－１（（ｎ１ｐ／
ｎ２ｐ）ｓｉｎ（θｉ＋θｚｐ））））））
ここで、
ｎ１ｐ：パイロットレーザ光の空気中の屈折率、
ｎ２ｐ：パイロットレーザ光のレンズ中の屈折率、
ｎ１ｙ：溶接用レーザの空気中の屈折率、
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ｎ２ｙ：溶接用レーザのレンズ中の屈折率、
とする。
【００４９】
　ここでパイロットレーザ光入射角θｚｐをｆ’ｙ＝ｆ’ｐとなるように照射する。
【００５０】
　これにより、パイロットレーザ光と溶接用レーザとの波長の違いによる収差を補正して
いっそう正確に焦点位置を決めることができる。
【００５１】
　なお、上記各式はあくまでも凸レンズでの事例である。したがって、実際の補正に当た
っては、スキャナヘッドに用いている集光レンズ（たとえば複数のレンズを使用している
場合など）にあわせて収差を補正すればよい。
【００５２】
　図６は、２本の可視光のパイロットレーザ光に色を付けた事例を説明する説明図である
。
【００５３】
　図示するように溶接用レーザの外周に沿って入れている２本のパイロットレーザ光２０
４および２０５にそれぞれ異なる色を付ける。たとえば、図では、緑色と赤色のパイロッ
トレーザ光２０４および２０５を用いている。
【００５４】
　これにより、合焦していない位置（ａ）または（ｃ）では、２つの点がそれぞれの色と
なって見える。一方、合焦点（ｂ）では、緑色と赤色のパイロットレーザ光２０４および
２０５が重なるため、見える色はほぼ白色に変化して見える。
【００５５】
　したがって、合焦した時点でパイロットレーザ光による照射点の色が変わるため、合焦
点を判別しやすくなる。もちろんパイロットレーザ光の色は赤や緑に限定される者ではな
い。
【００５６】
　以上、本発明を適用した実施形態を説明したが、本発明は、これらの実施形態に限定さ
れるものではない。たとえば、パイロットレーザ光は２本としたが、これに限らず３本な
どであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明は、レーザ溶接、レーザ加工に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明を適用したレーザ溶接装置の構成を説明するための概略図である。
【図２】スキャナヘッド内部の構成を説明するための説明図である。
【図３】本実施形態におけるレーザ溶接装置の合焦位置確認にかかる部材を説明するため
の光学系を示す図である。
【図４】本実施形態における焦点位置認識方法を説明するための説明図である。
【図５】凸レンズにおける焦点距離を説明するための説明図である。
【図６】２本の可視光のパイロットレーザ光に色を付けた事例を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００５９】
１…ロボット、
２…ロボットコントローラ、
３…レーザ発振器、
４…制御装置、
５…光ファイバーケーブル、
６…スキャナヘッド、
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２００…パイロットレーザ光源、
２０１…パイロットレーザ光。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(10) JP 5070719 B2 2012.11.14

10

フロントページの続き

(72)発明者  森川　靖
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内
(72)発明者  長谷川　隆久
            神奈川県横浜市神奈川区宝町２番地　日産自動車株式会社内

    審査官  大屋　静男

(56)参考文献  特開平０５－０３４１４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０４８０９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１２８２９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２７１５６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３１３１９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－００１４６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３４０９７９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２３Ｋ　　２６／００－２６／４２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

